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秋田県告示第263号
　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第２項の規定により、次の森林を保安林に指定する予定であるので、同
法第30条の２第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成23年６月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第264号
　平成23年５月16日秋田県厚生連労働組合中央執行委員長中村秀也から次のとおり争議行為を行う旨の通知を受けたの
で、労働関係調整法施行令（昭和21年勅令第478号）第10条の４第４項の規定に基づき、公表する。
　　平成23年６月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　事件
　⑴　年間手当に関すること
　⑵　職種区分に関すること
２　日時
　　平成23年６月10日以降事件解決の時まで、連日又は短時間にわたって行う。
３　場所
　　鹿角市花輪字向畑18番地　　　　　　　かづの厚生病院
　　北秋田市下杉字上清水沢16−29　　　　北秋田市民病院
　　能代市落合字上前田地内　　　　　　　山本組合総合病院
　　南秋田郡八郎潟町川崎字貝保37番地　　湖東総合病院
　　秋田市飯島西袋一丁目１番１号　　　　秋田組合総合病院
　　由利本荘市川口字家後38番地　　　　　由利組合総合病院
　　大仙市大曲通町１番地30号　　　　　　仙北組合総合病院
　　横手市前郷字八ツ口３番１　　　　　　平鹿総合病院
　　湯沢市山田字勇ヶ岡25番地　　　　　　雄勝中央病院
　　秋田市八橋南二丁目10番16号　　　　　秋田県厚生連本所
４　概要
　　救急外来患者、入院中の重症患者、人工透析、検診、人間ドック、訪問看護、デイケア、予約検査のための保安要

員を除く全部又は一部の組合員によるストライキその他の争議行為を行う。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第265号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のとおり道路の区域を変更し、供用を開始する。
　　平成23年６月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　道路の区域
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係市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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公 告

２　供用開始の期日　平成23年６月７日
３　道路の区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
　⑴　場所　平鹿地域振興局建設部用地課
　⑵　期間　平成23年６月７日から同月20日まで

　消費者安全法（平成21年法律第50号）第10条第１項に規定する施設を次のとおり設置したので、同法同条第３項の規
定に基づき、公示する。
　　平成23年６月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
　次のとおり特定調達に係る条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の
６第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年６月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　入札に付する事項
　⑴　契約の名称
　　　秋田県立高等学校　電子計算組織（情報教室）賃貸借　【県北地区】
　　　秋田県立高等学校　電子計算組織（情報教室）賃貸借　【中央地区】
　　　秋田県立高等学校　電子計算組織（情報教室）賃貸借　【県南地区】
　⑵　契約内容等
　　　入札説明書及び仕様書による。
　⑶　契約期間
　　　平成23年10月１日から平成28年９月30日まで。ただし、歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減

額又は削除があった場合には、当該契約期間を変更することがあり得る。
　⑷　借入物品の設置場所
　　　別途指定する場所
２　入札に参加する者に必要な資格
　⑴　地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。
　⑵　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に

基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。
　⑶　物品供給業者等登録名簿に登録されていること。
　⑷　秋田県内に本社・支店があること。
　⑸　仕様書の定める調達機器等及びこれに付随するサービス体制を一括して提供できること。
３　契約条項を示す場所等
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道路の
種　類 旧新別 路線名 区　　　　　　　　　間 敷地の幅員

（メートル）
延長

（キロメートル）

一般
国道

旧 107号 横手市平鹿町樽見内字相川野57番から雄物川町東
里字東槻175番２地先まで 7.40～14.35 0.980

新 107号 〃 8.25～17.85 0.980

名　　称 住　　所 事務を行う日時

秋田県生活センター
北部消費生活相談室

大館市字中町５番地
秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例第29号）第１
条第１項各号に掲げる日以外の日の午前９時から午後５時まで

秋田県生活センター
南部消費生活相談室

横手市旭川一丁目３番41号
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教 育 委 員 会 告 示

　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問い合わせ先
　　　郵便番号010−8580　秋田市山王三丁目１番１号
　　　秋田県教育庁高校教育課調整・企画班（電話番号018−860−5162）
　⑵　入札説明書及び仕様書の交付方法
　　　秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例第29条）第１条第１項に規定する県の休日を除き、平成23年６

月７日（火）から同年７月22日（金）までの期間、３⑴の場所にて随時交付する。
４　入札執行の場所及び日時
　　秋田県庁第二庁舎７階　教育委員室
　⑴　秋田県立高等学校　電子計算組織（情報教室）賃貸借　【県北地区】
　　　平成23年８月８日（月）　午前９時30分
　⑵　秋田県立高等学校　電子計算組織（情報教室）賃貸借　【中央地区】
　　　平成23年８月８日（月）　午前10時10分
　⑶　秋田県立高等学校　電子計算組織（情報教室）賃貸借　【県南地区】
　　　平成23年８月８日（月）　午前10時50分
５　入札保証金
　　秋田県財務規則（昭和39年秋田県規則第４号）第160条から第163条までに規定するところによる。
６　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札の方法
　　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金額（当該金

額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消
費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分の
100に相当する金額を入札書に記載すること。

　⑶　入札の無効
　　　秋田県財務規則第166条に規定するところによる。
　⑷　落札者の決定方法
　　　予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし、落札となるべき同価

の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより決定する。
　⑸　契約書作成の要否
　　　要
　⑹　提出書類等
　　　入札に参加しようとする者は、別に定める期日までに、入札説明書及び仕様書に記載された必要資料等を提出す

ること。
　⑺　その他
　　　詳細は、入札説明書による。
７　概要
　　Summary
　　１　Subject　matter　of　Contract：Lease　of　computer　equipment　and　facilities　to　the　computer　

rooms　for　information　education　in　Akita　Prefectural　Senior　High　Schools
　　２　Time-limit　for　tender：9:30　a.m.（Northern　Akita　Prefecture），10:10　a.m.（Central　Akita　

Prefecture），10:50　a.m.（Southern　Akita　Prefecture）
　　３　Contact　point　for　the　notice：Senior　High　School　Education　Division，Akita　Prefectural　

Board　of　Education，3−1−1，Sanno，Akita　city，Akita　prefecture，　010−8580，Japan．Phone：
018−860−5162（Japanese　only）

秋田県教育委員会告示第13号
　次のとおり教育委員会会議を開催する。
　　平成23年６月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県教育委員会委員長　北　林　真知子　
１　日時
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　　平成23年６月９日午後２時
２　場所
　　秋田県立秋田高等学校
３　案件
　⑴　秋田県立産業教育審議会委員の任命について
　⑵　秋田県立博物館協議会委員の任命について
　⑶　その他

発 行 者　　秋　田　県　　　　　　　秋田市山王四丁目１番１号
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